
別表１

在宅利用料金表(R8.4.1)
B　短期入所生活介護　・介護予防短期入所生活介護(併設型・空床型)

　１　くしろ宝寿苑(多床室) (単位：円)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第１段階 300 0 848 974 1,036 1,115 1,198 1,278 1,357

第２段階 600 430 1,578 1,704 1,766 1,845 1,928 2,008 2,087

第３段階① 1,000 430 1,978 2,104 2,166 2,245 2,328 2,408 2,487

第３段階② 1,300 430 2,278 2,404 2,466 2,545 2,628 2,708 2,787

基準費用額 1,445 915 2,908 3,034 3,096 3,175 3,258 3,338 3,417

1,445 915 3,456 3,708 3,832 3,990 4,156 4,316 4,474

1,445 915 4,004 4,382 4,568 4,805 5,054 5,294 5,531

　２　くしろ宝寿苑(従来型個室) (単位：円)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

第１段階 300 380 1,228 1,354 1,416 1,495 1,578 1,658 1,737

第２段階 600 480 1,628 1,754 1,816 1,895 1,978 2,058 2,137

第３段階① 1,000 880 2,428 2,554 2,616 2,695 2,778 2,858 2,937

第３段階② 1,300 880 2,728 2,854 2,916 2,995 3,078 3,158 3,237

基準費用額 1,445 1,231 3,224 3,350 3,412 3,491 3,574 3,654 3,733

1,445 1,231 3,772 4,024 4,148 4,306 4,472 4,632 4,790

1,445 1,231 4,320 4,698 4,884 5,121 5,370 5,610 5,847

　３　加算

日

日

日

⑤生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 月

日

　４　他加算

１割負担 ２割負担 ３割負担

⑥個別機能訓練加算 56 112 168

⑦送迎加算 184 368 552

⑧療養食加算 8 16 24

⑨緊急短期入所受入加算(介護) 90 180 270

　５　介護保険給付対象外サービス

金　額

丸刈り 実費

カット 実費 サービス(調髪、顔そり洗髪等)　

パーマ 実費

実費 ⑥電話料金 固定電話３分　１０円 携帯電話１分　２０円

実費③クラブ活動等 材料費等実費

①理髪・美容

毎月１回、理美容師の出張による理美容 ④食費負担額
　(外来者も同じ)

業者名：益田理容組合、ＮＮＫ介護福祉サービス ⑤コピー代

１日計

１枚につき白黒10円、ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄ20円、ｶﾗｰｺﾋﾟ-30円

②日用品・嗜好品

1,445円朝食 395円 昼食 550円 夕食 500円

⑤介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ・所定単位数(基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数)の１４．０％を加算。　(この加算は、区分支給限度額基準額の算定対象外)

区　分
一日負担額

内　　　容

・常勤で専任の機能訓練指導員を１名以上配置し、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者の生活機能の向上に資する個別機能訓練計画を作成していること。
・個別機能訓練計画に基づき、目的の機能訓練の項目を準備し、セラピスト等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供していること。
・機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、計画的に利用している者に対しては、その後３カ月ごとに１回以上利用者の居宅を訪問した上で利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓
練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直しを行っていること。

・送迎が必要と認められる利用者に対して、送迎車両により利用者の居宅まで個別に送迎した場合について加算

・医師の発行する食事箋に基づき、入所者の年齢、心身の状況によって適切な内容の療養食を提供した場合。(１日３食を限度で、１食を１回勘定)

区　分 内　　容 区　分 内　　容

・利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
・７日間(利用者の日常生活上の世話を行う家族疾病等やむを得ない事情がある場合は、１４日)を限度とする。

③夜間職員配置加算Ⅰイ(介護) ・夜間の介護・看護職員数が、基準(２名)を１名以上上回って配置していること。(従来型)

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。１００単位

機能訓練
体制

①サービス提供体制強化加算Ⅱ ・当該特養と短期入所事業所の介護職員の総数(常勤換算)のうち、介護福祉士の割合が６０％以上であること。(この加算は、区分支給限度額基準額の算定対象外)

②機能訓練加算 ・専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し､理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置していること。

区　分 内　　　容
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